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ルール形成で市場を創る 

◆「ルール形成型の市場創出」の成功事例 10社を経産省が選定 

2024年 4月 17日、経済産業省は「ルール形成型の市場創出に取り組む企業」と

してダイキン工業など 10社を選定、公表した。 21年から毎年実施しているアン

ケート（上場企業と 50人以上の非上場企業 10,000社対象。 23年は 1,302社が回答）

に基づき、「市場形成力指標」（次ページ表参照）を評価したものだ。 

企業は規制・基準など所与のルールに従って価格と品質で勝負するだけでなく、

新たな国際ルールの形成に主体的に影響力を発揮して市場を創出・獲得すること

が有効な戦略になる。以前からその重要性は指摘されており、経産省は 14年には

既に「企業戦略としてのルール形成に向けて」という冊子をまとめ、企業支援を

本格化していた。近年、日本の競争力低迷が続く一方、グリーン、デジタルなど

での新たなテーマや価値観がグローバルに広がる中、改めてルール形成が注目さ

れ、22年に経産省はルール形成型・社会課題解決型のビジネス創出の手引書「市

場形成ガイダンス」を策定した。今回の事例発表もこの流れに沿っている。  

経団連も 24年 2月に「グローバルな市場創出に向けた国際標準戦略のあり方に

関する提言」をまとめ、今後、啓発活動や業界間連携を推進する。  

 

◆政策形成リード、標準化・規格策定、業界コンセンサス形成、の 3パターン 

経産省はルール形成の成功パターンを、①各国の産官学キーパーソンと関係を

構築し、政策形成や規制策定をリード、②標準化・規格化などにより多様な事業

者が参入しやすい技

術基盤を構築し、イ

ノベーション連携を

促進、③他企業を巻

き込み、認証基準な

どの新たな「モノサ

シ」を開発、の 3類

型に分類している。 

https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240417003/20240417003.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220322008/20220322008.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/pdf/001_03_00.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220322008/20220322008-4.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220322008/20220322008-4.pdf
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/013_honbun.html
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/013_honbun.html
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ダイキン工業は①の代表例だ。世界 7地域にルール形成の担当者を置き、各国

の産官学への働きかけを通じ規格策定・標準化を図ってきた。微燃性冷媒に関す

るISO国際規格改定に貢献、インドなどで政

府や工業会と連携し、自社インバータ機が

有利となる規格化や法改正を実現した。 

積水化学工業（②）は、経営陣がルール

作りによる市場形成ストーリーを内外に発

信しつつ、同社が共同開発に参画した管路

更生工法（SPR工法）をPRし、標準化・規格

化と認知向上、普及につなげた。海外市場

開拓のための国際標準化も推進している。  

ヤマハ（③）は楽器業界首位の影響力を活かし、聴覚関連の社会課題解決を

リード、音声情報を多言語表示するなどのユニバーサルデザインを推進するコン

ソーシアムを立ち上げ、多様な業界の企業を巻き込んで共通規格を策定した。  

 

◆戦略的ルール形成で先行する欧州など 

戦略的なルール形成では、海外が先んじている。欧州はもともと「標準」への

意識が根付いており、環境分野や産業データ連携などに見られるように、政府間

合意や公的機関による政策形成・標準化に強い。米国は、巨大 IT企業の例のよう

に、市場を押さえることでデファクトスタンダードを実現してきたが、近年は量

子・AIなどの分野で国際機関にも積極的に関与している。中国も、巨大市場を利

用し、自分たちが支援する国を巻き込んで自国主導のルール作りを図っている。  

24年4月に生成 AIの OpenAIが東京オフィスを開設したが、その理由の一つに、

日本がAIの国際ルール作りを進めている点を挙げている。既に日本の政策担当者

とも対話を始めており、日本拠点に今後ロビイング機能を持たせる予定だという。  

これまで一部の取り組みにとどまっていた日本企業も、脱炭素関連や DXなどを

中心に、各分野、各国・地域で、ルール形成による市場創出を図る必要がある。

まずは業界での取り組み、あるいは顧客や調達先など他業界の有力企業を巻き込

んだ取り組みを通じ、共通理解を得やすい「社会課題解決」の視点を盛り込んだ

民間標準を形成することも有効だろう。 【本間克治】  


